

年
ぶ
り

万
業
者
超


年
度
末

集

計

新
規
は
過
去

年
で
最
低

許可業者数　
国
土
交
通
省
は

日

２
０
２
４
年
度
末
︵

年
３
月

末
︶
時
点
の
建
設
業
許
可
業
者
数
を
発
表
し
た

総
数
は


万
３
７
０
０
業
者

底
を
打

た

年
度
末
︵

万
４

８
８
９
業
者
︶
か
ら
徐
々
に
回
復
し


年
度
末
以
来


年
ぶ
り
に

万
業
者
を
超
え
た

た
だ

年
度
に
許
可
を

新
規
取
得
し
た
業
者
は
過
去

年
で
最
も
少
な
い

許
可

の
更
新
手
続
き
を
迎
え
る
業
者
が
比
較
的
少
な
い
期
間
に

重
な
り

廃
業
・
許
可
失
効
も
低
水
準
と
な

た
こ
と
が

総
数
増
加
の
主
因
と
言
え
る


　
総
数
は
前
年
度
末
か
ら
４
３

１
７
業
者
増
加

ピ

ク
だ


た
１
９
９
９
年
度
末
︵

万
０

９
８
０
業
者
︶
か
ら
２
割
ほ
ど

減

て
い
る


年
度
の
新
規

許
可
取
得
は
前
年
度
か
ら
微
減

の
１
万
６
１
６
４
業
者

２
０

０
０
年
代
以
降
で
見
る
と

年

度
︵
１
万
５
７
３
８
業
者
︶



年
度︵
１
万
６
０
３
４
業
者
︶

に
次
い
で
少
な
い


　
廃
業
・
許
可
失
効
は

年
度

に
１
万
１
８
４
７
業
者


年

代
以
降
で
最
少
だ

た

年
度

︵
１
万
１
８
３
２
業
者
︶
と
同

じ
水
準
だ

た

実
際
に
廃
業

を
届
け
出
た
の
は
７
２
５
２
業

者
で
例
年
と
ほ
ぼ
同
水
準

更

新
手
続
き
を
行
わ
ず
自
動
的
に

失
効
し
た
の
は
４
５
９
５
業
者

だ

た


　
許
可
業
者
数
の
う
ち
一
般
許

可
は

万
８
０
５
５
業
者

特

定
許
可
は
４
万
９
７
３
９
業

者

い
ず
れ
も
前
年
度
末
か
ら

１
％
前
後
増
加
し
た

資
本
金

階
層
別
の
増
加
数
を
見
る
と

﹁
２
０
０
万
円
未
満
﹂
が
２
６

０
６
業
者

﹁
５
０
０
万
円
以

上
１
０
０
０
万
円
未
満
﹂
が
２

０
１
２
業
者
と
比
較
的
小
規
模

な
業
者
の
増
加
が
目
立
つ


　
前
年
度
末
か
ら
の
業
者
数
の

増
減
を

の
業
種
区
分
別
に
見

る
と

増
加
は

業
種

で
減
少
は
４
業
種

増

加
数
は
多
い
順
に
﹁
と

び
・
土
工
﹂
の
２
４
６

６
業
者

﹁
解
体
﹂
の

２
４
２
４
業
者

﹁
内

装
仕
上
﹂
の
２
２
８
８

業
者

減
少
数
は
﹁
建

築
﹂
の
６
４
６
業
者
が

最
も
多
い

複
数
業
種

の
許
可
を
受
け
て
い
る

業
者
は

・
０
％
と
半

数
を
超
え
る


　
建
設
業
以
外
の
事
業

を
手
掛
け
る
兼
業
業
者

は

万
３
３
３
３
業

者

全
体
に
占
め
る
割
合
は


・
６
％
で

年
々
上
昇
し
て
い

る

許
可
の
承
継
制
度
を
活
用

し
た
事
業
承
継
の
認
可
件
数
は


年
度
に
１
０
６
０
件


年

度
の
制
度
創
設
以
降

年
１
０

０
０
件
前
後
で
推
移
し
着
実
に

活
用
さ
れ
て
い
る
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木
造
住
宅
建
築
費
指
数
を
公
開

経
済
調
査
会
が

新
規
作
成


年
以
降
に
急
伸

　
経
済
調
査
会
︵
森
北
佳
昭
理

事
長
︶
は

木
造
住
宅
の
建
築

費
に
特
化
し
た
﹁
木
造
住
宅
建

築
費
指
数
﹂
を
新
た
に
作
成
し

公
表
す
る

民
間
の
木
造
一
戸

建
て
注
文
住
宅
の
新
築
工
事
費

の
動
向
を
把
握
す
る
の
に
役
立

つ
基
礎
デ

タ
と
し
て
広
く
提

供
す
る

２
０
０
９
年
の
数
値

を
﹁
１
０
０
﹂
と
し
た
場
合



年
の
指
数
は﹁
１
４
０
・
１
﹂

に
達
す
る


年
ま
で
は
１
１

０
台
で
推
移
し
て
お
り

資
材

価
格
の
高
騰
を
受
け

こ
の
４

年
で
急
伸
し
た
こ
と
が
分
か

る


　
同
会
ホ

ム
ペ

ジ︵https

://w
w
w
.zai-keicho.or.jp/

︶
の
﹁
積
算
資
料
ポ
ケ

ト
版

Ｗ
Ｅ
Ｂ
﹂
で

日
か
ら
公
開
す

る

過
去

年
の
１
棟
当
た
り

建
築
費
︵
本
体
工
事
費
︶
を
指

数
化
し
た

東
京
近
郊
エ
リ
ア

に
新
築
す
る
２
階
建
て
・
延
べ

床
面
積
約

坪
の
規
模
で

省

エ
ネ
基
準
適
合
の
断
熱
等
性
能

等
級
４
を
満
た
す
仕
様
で
試
算

し
た


　

年
に
１
７
０
８
万
円
だ


た
建
築
費
は
コ
ロ
ナ
禍
の

年

ご
ろ
ま
で
年
１
％
程
度
の
安
定

的
な
上
昇
を
見
せ


年
以
降

に
上
昇
幅
が
急
激
に
大
き
く
な


た

直
近
の
推
移
は
▽

年

‖
建
築
費
１
９
９
６
万
円
・
指

数
﹁
１
１
６
・
８
﹂
▽

年
‖

２
２
０
８
万
円
・
﹁
１
２
９
・

２
﹂
▽

年
‖
２
２
６
１
万
円

・
﹁
１
３
２
・
４
﹂
▽

年
‖

２
３
３
４
万
円
・
﹁
１
３
６
・

６
﹂
▽

年
‖
２
３
９
３
万
円

・
﹁
１
４
０
・
１
﹂


　
指
数
公
開
と
同
時
に

１
棟

当
た
り
建
築
費
の
総
額
と
内
訳

費
目
ご
と
の
額
の
経
年
推
移
デ


タ
も
提
供
す
る

木
造
住
宅

建
設
の
関
係
者
に
向
け
客
観
的

な
建
築
コ
ス
ト
の
動
き
を
可

視
化
し

住
宅
取
引
の
透
明
性

向
上
な
ど
に
役
立
て
て
も
ら

う
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﹁
下
請
﹂用
語
見
直
し
検
討

下
請
法
改
正
受
け
建
設
業
法
で

国交省
　
国
土
交
通
省
は

建
設
業
法

の
条
文
な
ど
で
使
用
さ
れ
る

﹁
下
請
﹂
と
い
う
用
語
を
見
直

す
べ
き
か
ど
う
か
検
討
に
乗
り

出
す

今
国
会
で
審
議
さ
れ
て

い
る
下
請
法
改
正
案
で
は
﹁
下

請
事
業
者
﹂
を
﹁
中
小
受
託
事

業
者
﹂
﹁
親
事
業
者
﹂
を
﹁
委

託
事
業
者
﹂
に
見
直
す
な
ど


上
下
・
主
従
関
係
の
イ
メ

ジ

を
与
え
る
用
語
を
刷
新
す
る


ほ
か
の
法
律
で
も
同
じ
よ
う
に

対
応
す
べ
き
と
の
声
が
審
議
中

に
あ
り

対
応
を
求
め
ら
れ
た

格
好
だ

国
交
省
は
検
討
に
当

た

て

建
設
業
界
の
当
事
者

ら
に
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
を

持
つ
考
え


　
下
請
法
改
正
案
を
審
議
し
た


日
の
参
院
経
済
産
業
委
員
会

で

国
交
省
の
堤
洋
介
官
房
審

議
官
︵
不
動
産
・
建
設
経
済
局

担
当
︶
が
答
弁
し
た

堤
審
議

官
は
前
置
き
と
し
て﹁
昨
今


建
設
業
界
で
も
取
引
の
相
手
方

を
﹃
協
力
会
社
﹄
や
﹃
パ

ト

ナ

﹄
と
呼
称
す
る
動
き
が
あ

る
﹂
と
説
明

そ
の
上
で
﹁
下

請
法
改
正
案
の
趣
旨
を
踏
ま
え

つ
つ

業
界
の
意
見
も
十
分
に

伺

た
上
で

建
設
業
法
に
お

け
る
﹃
下
請
﹄
と
い
う
用
語
の

見
直
し
に
つ
い
て
必
要
な
検
討

を
行
う
﹂
と
話
し
た


　
建
設
業
法
の
条
文
を
含
む
関

係
法
令
や
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
は
﹁
元
請
負
人
﹂
や
﹁
下
請

負
人
﹂
と
い
う
用
語
が
多
く
使

用
さ
れ
て
い
る

以
前
か
ら
業

界
に
定
着
す
る
用
語
で
あ
る
だ

け
に

見
直
し
に
踏
み
切
る
に

は
業
界
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
が
必
要
だ


　
下
請
法
は
用
語
の
見
直
し
に

合
わ
せ
法
律
の
名
称
も
変
更
す

る

通
称
を
﹁
中
小
受
託
取
引

適
正
化
法
︵
取
適
法
︶
﹂
と
し

て
周
知
・
広
報
す
る
方
向
で
検

討
し
て
い
る

同
時
改
正
す
る

下
請
振
興
法
は
﹁
受
託
中
小
企

業
振
興
法
﹂と
名
称
を
変
更
し


略
称
に
﹁
受
託
振
興
法
﹂
を
用

い
る
案
が
あ
る

﹁
下
請
Ｇ
メ

ン
﹂
と
い
う
名
称
も

改
正
法

の
施
行
ま
で
に
改
称
さ
れ
る
予

定
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